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「法」 ◎介護保険法（平成9年法律第123号）

「施行令」 ◎介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

「施行規則」 ◎介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

「居宅省令」 □指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）

「施設省令」 □介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）

「予防省令」

「施設条例」

「居宅等省令解釈通知」 ◇指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11年老企第25号）

「施設省令解釈通知」 ◇介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成12年老企第44号）

「居宅報酬告示」 ○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）

「施設報酬告示」 ○指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）

「予防報酬告示」 ○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号） 

「訪問・通所留意事項通知」

「入所留意事項通知」

「予防留意事項通知」

「別掲告示94号」

「別掲告示95号」 厚生労働大臣が定める基準（（平成12年厚生省告示第25号）全部改正平成27年厚生労働省告示第95号）

「別掲告示96号」 厚生労働大臣が定める施設基準（（平成12年厚生省告示第26号）全部改正平成27年厚生労働省告示第96号）

「通所介護費等算定方法」

「夜勤職員基準」 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平成12年厚生省告示第29号）

　　＜文献：（発行：社会保険研究所）＞ 介護報酬の解釈１　単位数表編《令和６年４月版》    （「青本」）

介護報酬の解釈２　指定基準編《令和６年４月版》    （「赤本」）

介護報酬の解釈３　ＱＡ・法令編《令和６年４月版》    （「緑本」）

　　＜厚生労働省 法令等データベースサービス＞ https://www.mhlw.go.jp/hourei/index.html

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成12
年厚生省告示第27号）

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及
び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年老企
第36号）
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12
年老企第40号）
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年老
計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号）

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（（平成12年厚生省告示第23号）全部改正平成27年厚生労働省告示第
94号）

□指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）

■介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例（平成24年岡山県条例第64号）



届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

□

施設等の区分・人員配置区
分
(青938～950)(緑692～694)

別紙29・別紙29.29-2付表、別紙29-3・別紙29-3付表により、毎月区分の基準に
適合するか確認している。

□ 確認している

施設報酬告示別表2
入所留意事項通知第2の6(1)(5)
入所留意事項通知第2の6(2)(第2の3(1)②③準用)
入所留意事項通知第2の6(3)(第2の3(1)④⑤準用)
入所留意事項通知第2の6(4)①(第2の3(1)⑥イ・ロ準
用)
入所留意事項通知第2の6(4)②
別掲告示96号第五十五・五十六号

看護又は介護職員の数が２人以上(入所者等の合計が40人以下で、常時、緊急時
の連絡体制を整備しているものにあっては、１以上)

□ 適合している

暦月において夜勤時間帯（午後10時から翌日午前5時までの時間を含めた連続す
る16時間）に、夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態
が２日以上連続している。

□ していない

暦月において夜勤時間帯に夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満
たない事態が４日以上ある。

□ ない

ユニット型：２ユニットごとに看護又は介護職員の数が１以上 □ 適合している

暦月平均の入所者数（小数点以下切り上げ）が、県に提出した運営規程に定め
られている入所定員を超えていないことを毎月確認している。

□ 確認している

定員超過利用の基準に該当することとなった場合に、その翌月から定員超過利
用が解消されるに至った月まで、入所者全員について減算している。

□ 該当していない

毎月、人員基準を満たすか確認している。 □ 確認している

看護・介護職員の配置が、基準の１割を超えて減少した場合は当該月の翌月か
ら、１割の範囲内で減少した場合は当該月の翌々月から解消月まで入所者等全
員について100分の70を乗じて算定している。

□ 該当していない

看護・介護職員以外の人員の配置が基準を下回った場合は、当該月の翌々月か
ら解消月までの入所者等全員について100分の70を乗じて算定している。

□ 該当していない

突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準を下回っ
た。

公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用して、職員の確保の取組を行って
いる。

民間職業紹介事業者を利用する場合は、医療・介護・保育分野における適正な
有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含んでいる。

自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に
行っている。

一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行
い、体制の整備を図るよう努めている。

人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに、別紙様式14により県へ報
告している。（報告する時点で有効な求人票の写しを添付）

□ 該当している

入所留意事項通知第2の1(2)(3)
通所介護費等算定方法十三号イ

□

□ 該当している

人員基準欠如減算の適用猶
予
（１年に１回に限る、人員
欠如の発生が生じた日の属
する月の翌々月までの間）

□

通所介護費等算定方法十三号ロ・ハ
入所留意事項通知第2の1(4)(5)

R8.5.8付け老高発05088第１号「指定居宅サービスに
要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サー
ビス、居宅量要管理指導及び福祉用具貸与に係る部
分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定
に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい
て」等の一部改正について

　　　　　　　　　　　　　　302 介護保健施設サービス　　※赤字：令和８年度変更箇所

□

夜勤勤務条件基準
(緑740～741)(青874)

介護職員等の欠員による減
算の状況
(緑716～717)(青873～874)

入所者数の確認状況
(緑716～717)(青872)

入所留意事項通知第2の1(6)
夜勤職員基準第六号イ・ロ(第二号イ準用)

302 介護保健施設サービス（1/24）



届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している。 □ 算定している

日中に、ユニットごとに常時１人以上の介護又は看護職員を配置している。 □ 配置している

ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置している。 □ 配置している

算定要件を満たさない状況が生じた場合に、その翌々月から要件を満たさない
状況が解決されるに至った月まで、入所者全員について減算している。

□ 該当していない

(１)身体的拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理由を記録している。

□ している

(２)身体的拘束等の適正化のための対策検討委員会を３月に１回以上開催する
とともに、その結果について介護職員その他従業者に周知徹底を図っている。

□ している

(３)身体的拘束等の適正化のための指針を整備している。 □ している

(４)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定
期的に実施している。

□ している

(５)(１)～(４)の措置を講じていない場合に、速やかに改善計画を知事に提出
している。

□ している

(６)事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を知事に報告して
いる。

□ している

(７)事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで、入所者全員について
減算している。(事実の生じた月の翌月から減算を行い、改善計画を提出し、事
実が生じた月から３か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで減算
を継続している。)

□ 減算している

(１)事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生防止のた
めの指針を整備している。

□ している

(２)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当
該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整
備している。

□ している

(３)事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を年定期的に実施し
ている。

□ している

(４)(１)～(３)の措置を適切に実施するための専任の担当者を置いている。 □ 置いている

(５)算定要件を満たさない事実が生じた場合に、その翌月から要件を満たさな
い状況が解決されるに至った月まで、入所者全員について減算している。

□ 減算している

虐待防止のための委員会を定期的に開催し、その結果を従事者に周知してい
る。

□ している

虐待防止のための指針を整備している。 □ している

虐待防止のための研修を定期的に実施している。 □ している

虐待防止のための措置を適切に実施するための担当者を置いている。 □ 置いている

感染症に係る業務継続計画と災害に係る業務継続計画を策定している。
（いずれか一方のみの策定は不可）

□ 策定している

業務継続計画に従い必要な措置を講じている。 □ 講じている

安全管理体制未実施減算
(青950～951)(緑649)(赤
985～987)

□

高齢者虐待防止措置未実施
減算
(青950～951)(緑649)(赤
987～989)

□

業務継続計画未策定減算
(青950～952)(緑649)(赤
977～978)

施設条例第39条第1項
施設報酬告示別表2注4
入所留意事項通知第2の6(8)
別掲告示95号第八十九号の二

施設条例第15条第5・6項、第46条第7・8項
施設報酬告示別表2注3
入所留意事項通知第2の6(7)(第2の5(5)準用)
別掲告示95号第八十九号

施設条例第39条の2第1項
施設報酬告示別表2注5
入所留意事項通知第2の6(9)(第2の5(6)準用)
別掲告示95号第八十九号の二の二

施設条例第29条の2
施設報酬告示別表2注6
入所留意事項通知第2の6(10)(第2の5(7)準用)
別掲告示95号第八十九号の二の三

施設報酬告示別表2注2
入所留意事項通知第2の6(6)(第2の5(4)準用)
別掲告示96号第五十七号(第十一号準用)

□

身体拘束廃止未実施減算
(青950～951)(緑648～
649)(赤963～965・999～
1001)

ユニットケア減算
(青950～951)(緑668)

□

302 介護保健施設サービス（2/24）



届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

栄養士又は管理栄養士を適切に配置している。 □ 配置している

入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護
師、介護支援専門員その他の職種が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及
び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成している。

□ 作成している

計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期
的に記録している。

□ している

入所者ごとの計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて見直しを行って
いる。

□ 行っている

算定要件を満たさない事実が生じた場合に、その翌々月から要件を満たさない
状況が解決されるに至った月まで、入所者全員について減算している。

□ 減算している

(１)入所者等の数が41人以上の場合、夜勤を行う看護又は介護職員の数が2を超
えて配置、かつ入所者等の数が20又はその端数を増すごとに１以上配置してい
る。

(２)入所者等の数が40人以下の場合、夜勤を行う看護又は介護職員の数が１を
超えて配置、かつ入所者等の数が20又はその端数を増すごとに１上配置してい
る。

(３)ユニット型、非ユニット型、認知症専門棟（認知症ケア加算算定している
部分）ごとに上記加算要件に合致している。

□ 合致している

算定日が属する計画期間の前の計画期間（算定日が計画期間の開始後４月以内
の日である場合は、前の計画期間の前の計画期間）の最終年度において、介護
保健施設サービス費（Ⅱ）、介護保健施設サービス費（Ⅲ）または介護保健施
設サービス費（Ⅳ）を算定した月が、介護保健施設サービス費（Ⅰ）を算定し
た月より多い。

□ 該当している

介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８以上
である。
（内法による測定とすること）

□ 8以上

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、
入所日から起算して３月以内に実施している。

□ 3月以内

20分以上の個別リハビリテーションを、１週につき概ね週に３日以上実施して
いる。

□ している

過去３月間の間に、介護老人保健施設に入所していない。（下記ア・イの場合
を除く。）

□ していない

ア：過去３月間の間に介護老人保健施設に入所したことがあり、４週間以上の
入院後に介護老人保健施設に再入所し、当該短期集中リハビリテーションの必
要性が認められる。

□ 該当している

イ：過去３月間の間に介護老人保健施設に入所したことがあり、４週間未満の
入院後に介護老人保健施設に再入所し、留意事項通知に定める状態である。

□ 該当している

入所時及び１月に１回以上ADL等の評価を行い、その評価結果をLIFEに提出して
いる。

□ している

　

短期集中リハビリテーショ
ン実施加算(Ⅰ)
(青954～955)

夜勤職員配置加算
（青952～953）(緑734)

室料相当額控除
（青952～953・1411）(緑
695)

施設報酬告示別表2注8
入所留意事項通知第2の6(12)
別掲告示96号第五十七号の二

該当している 施設報酬告示別表2注9
入所留意事項通知第2の6(13)①(第2の3(2)準用)
入所留意事項通知第2の6(13)②
夜勤職員基準第六号ハ(第二号イ(3)準用)

施設条例第3条第1項第5号、第19条の2
施設報酬告示別表2注7
入所留意事項通知第2の6(11)
別掲告示95号第八十九号の三

施設報酬告示別表2注10
入所留意事項通知第第2の6(14)

□

□

栄養管理に係る減算につい
て
（青952～953）(緑649)(赤
970)

□

302 介護保健施設サービス（3/24）



届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、
入所日から起算して３月以内に実施している。

□ 3月以内

20分以上の個別リハビリテーションを、１週につき概ね週に３日以上実施して
いる。

□ している

過去３月間の間に、介護老人保健施設に入所していない。（下記ア・イの場合
を除く。）

□ していない

ア：過去３月間の間に介護老人保健施設に入所したことがあり、４週間以上の
入院後に介護老人保健施設に再入所し、当該短期集中リハビリテーションの必
要性が認められる。

□ 該当している

イ：過去３月間の間に介護老人保健施設に入所したことがあり、４週間未満の
入院後に介護老人保健施設に再入所し、留意事項通知に定める状態である。

□ 該当している

認知症であると医師が判断した者で、リハビリテーションによって生活機能の
改善が見込まれると判断されるものに対して実施している。

□ している

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、集中
的なリハビリテーションを個別に実施している。

□ している

入所日から起算して３月以内に実施している。 □ 3月以内

１週に３日を限度として算定している。 □ 3日以内

記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせてプログラム週３日を標準と
して実施している。

□ している

精神科医等により生活機能が改善されると判断された認知症の入所者に実施している。 □ している

リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等
が記憶の訓練、日常生活活動訓練等を組み合わせた認知症に対して効果の期待
できるプログラムを実施している。

□ している

当該リハビリテーションに関わる医師は、精神科医師又は神経内科医師を除
き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了している。

□ 修了している

１人の医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が１人の入所者に対して個別
に20分以上実施している。

□ している

当該リハビリテーションに関する実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者等の
記録は入所者ごとに保管している。

□ している

当該入所者に、過去３月の間に当該リハビリテーション加算を算定していな
い。

□ 算定していない

リハビリテーションを行うにあたり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士の数に対して適切である。

□ 適切である

入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把
握した生活環境を踏まえて、リハビリテーション計画を作成している。

□ 作成している

認知症短期集中リハビリ
テーション実施加算(Ⅰ)
(青954～956)(緑695)

施設報酬告示別表2注11
入所留意事項通知第第2の6(14)

施設報酬告示別表2注11
入所留意事項通知第2の6(15)
別掲告示96号第五十八号

短期集中リハビリテーショ
ン実施加算(Ⅱ)
(青954～955)

　

□

302 介護保健施設サービス（4/24）



届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

認知症であると医師が判断した者で、リハビリテーションによって生活機能の
改善が見込まれると判断されるものに対して実施している。

□ している

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、集中
的なリハビリテーションを個別に実施している。

□ している

入所日から起算して３月以内に実施している。 □ 3月以内

１週に３日を限度として算定している。 □ 3日以内

記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせてプログラム週３日を標準と
して実施している。

□ している

精神科医等により生活機能が改善されると判断された認知症の入所者に実施している。 □ している

リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等
が記憶の訓練、日常生活活動訓練等を組み合わせた認知症に対して効果の期待
できるプログラムを実施している。

□ している

当該リハビリテーションに関わる医師は、精神科医師又は神経内科医師を除
き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了している。

□ 修了している

１人の医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が1人の入所者に対して個別に
20分以上実施している。

□ している

当該リハビリテーションに関する実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者等の
記録は入所者ごとに保管している。

□ している

当該入所者に、過去３月の間に当該リハビリテーション加算を算定していな
い。

□ 算定していない

リハビリテーションを行うにあたり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士の数に対して適切である。

□ 適切である

認知症の入所者と他の入所者とを区別している □ している

専ら認知症の入所者を入所させる施設であって、原則として、同一の建物又は
階にある。（以下「認知症専門棟」という。）

□ なっている

認知症専門棟の入所定員は40人を標準とする。 □ なっている

認知症専門棟の入所定員の１割以上の数の個室を設置している。 □ 設置している

認知症専門棟に１人当たり２㎡以上のデイルームを設置している。 □ 設置している

認知症専門棟に家族に対する介護技術や知識提供のための30㎡以上の部屋の設
置している。

□ 設置している

サービスを行う単位ごとの入所者が10人を標準としている。 □ なっている

サービスの単位ごとに固定した介護又は看護職員を配置している。 □ 配置している

日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当し、認知症専門棟での処遇が適当と医師が
認めた者である。

□ 該当している

認知症専門棟において、日中については入所者10人に対し常時１人以上の介護
又は看護職員を配置している。

□ 配置している

認知症専門棟において、夜間及び深夜に入所者20人に対し１人以上の看護又は
介護職員を配置している。

□ 配置している

ユニット型でない。(ユニット型介護保健施設サービス費を算定していない。) □ ﾕﾆｯﾄ型でない

若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定めている。 □ 定めている

担当者を中心に、当該入所者の特性やニーズに応じた適切なサービス提供を
行っている。

□ 行っている

認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。 □ 算定していない

□

認知症ケア加算
(青956～957)(緑681)(赤
1010)

□
施設報酬告示別表2注12
入所留意事項通知第2の6(16)
別掲告示96号第五十九号(第十七号準用)

若年性認知症入所者受入加
算(青956～957)(緑604)

認知症短期集中リハビリ
テーション実施加算(Ⅱ)
(青954～956)(緑695)

施設報酬告示別表2注13
入所留意事項通知第2の6(17)(第2の2(18)準用)
別掲告示95号第六十四号(第十八号準用)

施設報酬告示別表2注11
入所留意事項通知第2の6(15)
別掲告示96号第五十八号

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として算定している。 □ ６日以下

外泊の初日及び最終日は算定できない。 □ 算定していない

入所者の外泊期間中、短期入所療養介護にベッドを活用する場合の入所者の同
意の有無

□ あり

退所が見込まれる入所者をその居宅において試行的に退所させ、施設が居宅
サービスを提供している。

□ 提供している

病状及び身体の状況に照らし、医師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援
専門員等により、居宅において在宅サービス利用を行う必要性があるか検討し
ている。

□ している

入所者又は家族に対し、趣旨を十分説明し、同意を得ている。 □ 得ている

介護支援専門員が、従業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行
い、自立した日常生活を営むことができるように配慮した外泊時利用サービス
に係る在宅サービスの計画を作成している。

□ 作成している

１月に６日を限度として算定している。 □ ６日以下

試行的な退所に係る初日及び最終日は算定できない。 □ 算定していない

入所者の外泊期間中、短期入所療養介護にベッドを活用する場合の入所者の同
意の有無(外泊時在宅サービス費について併算不可)

□ あり

平成17年9月30日に従来型個室に入所していて、平成17年10月1日以降引き続き
従来型個室に入所している。

□ 該当している

当該期間中に、特別な居室提供を受けたことに伴う特別な室料を払っていない □ いない

継続して当該従来型個室に入所していた者が、一旦、従来型個室を退所した
後、再度従来型個室に入所した場合は、経過措置対象外としている。

□ している

従来型個室の多床室利用
(青958)(緑696)

次のいずれかに該当する者である。
(１)感染症等により従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者で、
従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
(２)入所者１人当たりの面積が８㎡以下に適合する従来型個室に入所する者
(３)著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を
及ぼす恐れがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した
者

□ 該当している
施設報酬告示別表2注17
別掲告示96号第六十号

従来型個室に入所していた
者の取扱い
(青958～959)(緑585)

外泊時費用
(青956～957)

外泊時在宅サービス利用
(青958～959)

施設報酬告示別表2注14
入所留意事項通知第2の6(18)(第2の5(20)(④ニ除
く。)準用）

施設報酬告示別表2注16
入所留意事項通知第2の6(26)(第2の5(26)準用)
別掲告示94号第六十四号

施設報酬告示別表2注15
入所留意事項通知第2の6(19)(第2の5(21)準用）

　

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断している。 □ 該当している

入所者又はその家族等の同意を得て、ターミナルケアに係る計画が作成されて
いる。

□ 作成している

医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者の状
態又は家族の求め等に応じ随時、本人又は家族への説明を行い、同意を得て
ターミナルケアを行っている。

□ 行っている

計画の作成及び実施に当たっては、多職種が連携し、本人及びその家族と必要
な情報の共有等に努めている。

□ 務めている

死亡前に他の医療機関等に移った場合には、当該施設においてターミナルケア
を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は算定できない。(退
所した日の翌日から死亡日までの期間が45日以上あった場合には算定できな
い。)

□ 算定していない

ターミナルケア加算は死亡月にまとめて算定することから、当該施設に入所し
ていない月についても自己負担を請求する場合があるため、入所者が退所する
際、その旨を説明し、文書で同意を得ている。

□ 得ている

退所の後も、継続して入所者の家族指導等を行っている。 □ 行っている

職員間の相談、本人又は家族の意思確認等の内容を記録している。 □ 記録している

本人又は家族が個室を希望する場合、意向に沿えるよう考慮している。(個室に
移行した場合、従来型個室の多床室利用(注14)の対象となる。)

□ している

介護保健施設サービス(Ⅰ・Ⅳ)・ユニット型介護保健施設サービス(Ⅰ・Ⅳ)
　死亡日以前31日以上45日以下

□ １日につき72単位

介護保健施設サービス(Ⅰ・Ⅳ)・ユニット型介護保健施設サービス(Ⅰ・Ⅳ)
　死亡日以前４日以上30日以下

□ １日につき160単位

介護保健施設サービス(Ⅰ・Ⅳ)・ユニット型介護保健施設サービス(Ⅰ・Ⅳ)
　死亡日前日及び前々日

□ １日につき910単位

介護保健施設サービス(Ⅰ・Ⅳ)・ユニット型介護保健施設サービス(Ⅰ・Ⅳ)
　死亡日

□ １日につき1900単位

介護保健施設サービス(Ⅱ・Ⅲ)・ユニット型介護保健施設サービス(Ⅱ・Ⅲ)
　死亡日以前31日以上45日以下

□ １日につき80単位

介護保健施設サービス(Ⅱ・Ⅲ)・ユニット型介護保健施設サービス(Ⅱ・Ⅲ)
　死亡日以前４日以上30日以下

□ １日につき160単位

介護保健施設サービス(Ⅱ・Ⅲ)・ユニット型介護保健施設サービス(Ⅱ・Ⅲ)
　死亡日前日及び前々日

□ １日につき850単位

介護保健施設サービス(Ⅱ・Ⅲ)・ユニット型介護保健施設サービス(Ⅱ・Ⅲ)
　死亡日

□ １日につき1700単位

□

ターミナルケア加算
(青960～961)(緑585)

施設報酬告示別表2注18
入所留意事項通知第2の6(20)
別掲告示94号第六十五号
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

介護保険サービス費（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）又はユニット型介護保健施設サービ
ス費（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）を算定している。

□ 算定している

介護療養型老人保健施設の定員のうち、転換前に4:1の介護職員配置を施設基準
上の要件とする介護療養施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又
は医療保険の療養病棟入院基本料1の施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た病棟であったもの（平成22年4月1日以前に転換した場合に
あっては、医療保険の療養病棟入院基本料におけるいわゆる20:1配置病棟で
あったもの）の占める割合が２分の１以上である。

□ 該当している

当該施設における看護職員又は介護職員の数のうち、介護職員の数が、常勤換
算方法で短期入所療養介護の利用者及び当該施設の入所者の数の合計数が４又
はその端数を増すごとに１以上である。

□ 該当している

定員、人員基準に適合している。 □ 適合している

介護保険サービス費（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）又はユニット型介護保健施設サービ
ス費（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）を算定している。

□ 算定している

入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が100分の
20以上である。

□ 該当している

入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾患又は日常生活
に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、専門治療
を必要とする認知症高齢者の占める割合が100分の50以上である。

□ 該当している

在宅復帰・在宅療養支援等指標の合計値が40以上である。 □ 該当している

地域に貢献する活動を行っている。 □ している

介護老人保健施設サービス費（Ⅰ）の介護老人保健施設サービス費（ⅰ）若し
くは（ⅲ）又はユニット型介護老人保健施設サービス費（Ⅰ）のユニット型介
護老人保健施設サービス費（ⅰ）の若しくは経過的ユニット型介護老人保健施
設サービス費（ⅰ）を算定している。

□ 算定している

在宅復帰・在宅療養支援等の指標の合計値が70以上である。 □ 該当している

介護老人保健施設サービス費（Ⅰ）の介護老人保健施設サービス費（ⅱ）若し
くは（ⅳ）又はユニット型介護老人保健施設サービス費（Ⅰ）のユニット型介
護老人保健施設サービス費（ⅱ）若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設
サービス費（ⅱ）を算定している。

□ 算定している

入所した日から起算して30日以内の期間について算定。 □ 30日以内

過去３月間(日常生活自立度によるⅢ、Ⅳ又はＭの場合は過去1月間)の間に当該
施設へ入所していない。

□ していない

当該施設の短期入所療養介護の利用者が日を空けることなく引き続き当該施設
に入所した場合は、30日から短期入所療養介護の利用日数を控除した日数で算
定している。

□ 算定している

算定期間中に外泊を行った場合、外泊を行っている間は算定できない。 □ 算定していない

急性期医療を担う医療機関の一般病棟の入院日から起算して30日以内に退院し
た者である。

□ 該当している

空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等の電子システムを通じ、
地域の医療機関に情報を共有し、概ね月に２回以上更新している。

□ している

空床情報をウェブサイトに公表した上で定期的に更新するとともに、急性期医
療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対して、概ね月に２回以上情報共有
をしている。（情報共有は、電話や電子メール等による方法により共有するこ
とも差し支えない）

□ している

施設報酬告示別表第2注21
入所留意事項通知第2の6(3)(第2の3(1)⑤準用)
別掲告示95号第九十号ロ

施設報酬告示別表２ハ
留意事項通知第2の6(21)

□

　

在宅復帰・在宅療養支援機
能加算Ⅱ
(青964～965)(緑649～650)

初期加算(Ⅰ)
(青966～967)

在宅復帰・在宅療養支援機
能加算Ⅰ
(青964～965)(緑649～650)

□
施設報酬告示別表第2注21
入所留意事項通知第2の6(2)(第2の3(1)③準用)
別掲告示95号第九十号イ

□

療養体制維持特別加算Ⅱ
(青962～963)(緑696)

□

療養体制維持特別加算Ⅰ
(青962～963)(緑696)

施設報酬告示別表第2注20
入所留意事項通知第2の6(4)④(第2の3(1)⑥ニa準用)
別掲告示96号第六十一号イ

施設報酬告示別表第2注20
入所留意事項通知第2の6(4)④(第2の3(1)⑥ニb準用)
別掲告示96号第六十一号ロ
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

入所した日から起算して30日以内の期間について算定。 □ 30日以内

過去３月間(日常生活自立度によるⅢ、Ⅳ又はＭの場合は過去1月間)の間に当該
施設へ入所していない。

□ していない

当該施設の短期入所療養介護の利用者が日を空けることなく引き続き当該施設
に入所した場合は、30日から短期入所療養介護の利用日数を控除した日数で算
定している。

□ 算定している

算定期間中に外泊を行った場合、外泊を行っている間は算定できない。 □ 算定していない

入所者は、特別食が必要又は低栄養状態にあると医師が判断したものである。 □ している

退所の際に入所者が居宅に退所する場合は入所者の主治の医師の属する病院又
は診療所及び介護支援専門員に対して、入所者が病院、診療所又は他の介護保
険施設に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、入所者の同意を得
て、管理栄養士が入所者の栄養管理に関する情報を提供している。

□ している

栄養管理に係る減算又は栄養マネジメント強化加算を算定していない。 □ 算定していない

定員、人員基準に適合している。 □ 適合している

施設入所者が、医療機関に入院し、当該者について、医師が特別食又は嚥下調
整食を提供する必要性を認め、当該者が退院した後、直ちに再度入所してい
る。

□ 該当している

施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関での
栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と
連携して、再入所後の栄養ケア計画を作成している。

□ している

再入所時に入所者又はその家族の同意を得ている。 □ 得ている

入所者１人につき１回を限度として算定している。 □ 算定している

栄養管理に係る減算がされていない。 □
算定していな
い

(１)介護保健施設サービス(Ⅰ)又はユニット型介護保健施設サービス(Ⅰ)を算
定している。

□ 算定している

(２)入所期間が１月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所
後７日以内に当該者が退所後生活する居宅を訪問している。

□ している

(３)退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行ってい
る。

□ 行っている

(４入所中１回を限度に算定している。（入所前に居宅を訪問した場合は入所
日、入所後に訪問した場合は訪問日に算定）

□ している

(５)病院、診療所又は他の介護保健施設のみを訪問し、居宅を訪問しない場合
は算定できない。

□ 算定していない

(６)予定変更に伴い、入所しなかった場合は算定できない。 □ 算定していない

(７)医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、
管理栄養士、介護支援専門員等が協力して行っている。

□ 行っている

(８)入所者及びその家族等のいずれにも行っている。 □ 行っている

(９)指導日、指導内容の要点を診療録等に記載している。 □ している

施設報酬告示別表２ハ
留意事項通知第2の6(21)

施設報酬告示別表２ヘ
入所留意事項通知第2の6(24)

施設報酬告示別表２ホ
入所留意事項通知第2の6(23)(第2の5(24)準用)
別掲告示95号第六十五号の二

再入所時栄養連携加算
(青968～969)(緑638)

　

入所前後訪問指導加算(Ⅰ)
(青968～969)

施設報酬告示別表2ニ
入所留意事項通知第2の6(22)(第2の5(23)準用)
別掲告示94号第六十五号のニ

初期加算(Ⅱ)
(青966～967)

退所時栄養情報連携加算
(青966～968)

併
算
定
不
可

302 介護保健施設サービス（9/24）



届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

(１)（Ⅰ）の算定要件に適合している。 □ 適合している

(２)退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、
医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、管理栄養士、介護
支援専門員等による会議を行っている。

□ 行っている

(３)(２)を行い、生活機能の具体的な改善目標及び退所後の生活に係る支援計
画を定めている。

□ 定めている

(３)-１ 入所予定者が退所後生活する居宅の状況に合わせ、また入所予定者及
びその家族等の意向を踏まえ、入浴や排泄等の生活機能について、入所中に到
達すべき具体的な改善目標を定めている。

□ 定めている

(３)-２ 入所予定者の生活を総合的に支援するため、入所予定者及びその家族
等の意向を踏まえた施設及び在宅の双方にわたる切れ目のない支援計画を作成
している。当該支援計画には、反復的な入所や併設サービスの利用、イン
フォーマルサービスの活用等を広く含めている。当該支援計画の策定に当たっ
ては、終末期の過ごし方及び看取りについても話し合いを持つように努め、入
所予定者及びその家族等が希望する場合には、具体的な内容を支援計画に含め
ている。

□ 定めている

入所期間が１月を超える入所者が居宅に試行的に退所する場合、当該入所者の
試行的な退所時に、入所者及び家族等に対し退所後の療養上の指導を実施して
いる。（３月間限り）

□ している 指導記録等

入所者１人につき１月に１回を限度として算定 □ 算定している

医師、薬剤師(配置されている場合に限る。）、看護・介護職員、支援相談員、
介護支援専門員等により居宅で療養継続可能であるか検討している。

□ している

入所者又は家族に趣旨を十分説明し同意を得ている。 □ 得ている

試行的退所中の入所者の状況を把握している場合、外泊時加算を併せて算定可
能

□ 算定している

外泊時費用を算定していない場合、試行的退所期間中入所者の同意があれば、
そのベッドを短期入所療養介護に使用可能

□ 使用している

試行的退所期間中は、介護保険法第8条第1条に規定する居宅サービス、同法８
条第14条に規定する地域密着型サービス、同法第8条の２第14条に規定する介護
予防サービスの利用はできない。

□ 利用していない

試行的退所期間終了後居宅に退所できない場合、居宅において療養が続けられ
ない理由等を分析し、問題解決に向けたリハビリ等の施設サービス計画を変更
するとともに適切な支援を行っている。

□ 行っている

退所して病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡退所は算定で
きない。

□ 算定していない

医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、管理栄養士、介護
支援専門員等が協力して行っている。

□ 行っている

入所者及びその家族等のいずれにも行っている。 □ 行っている

指導日、指導内容の要点を診療録等に記載している。 □ している 診療録等

施設報酬告示別表２ヘ
入所留意事項通知第2の6(24)

施設報酬告示別表2ト(1)(一)注1
入所留意事項通知第2の6(25)①

試行的退所時指導加算
(青970～971)

入所前後訪問指導加算(Ⅱ)
(青968～969)
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

入所者が退所し、その居宅で療養を継続するものであって、当該入所者の同意
を得て、退所後の主治の医師に対し、診療状況を示す文書を添えて紹介を行っ
ている。

□ 行っている

入所者が社会福祉施設等に入所する場合に、当該利用者の同意を得て、診療状
況を示す情報を添えて当該施設へ当該入所者の処遇に必要な情報の提供を行っ
ている。

□ 行っている

入所者１人につき１回に限り算定 □ 算定している

主治の医師に紹介するに当たり、事前に主治の医師と調整し、文書に必要な事
項を記載し、入所者又は主治の医師に交付している。

□ している
診療状況を
示す文書
(様式あり)

交付した文書の写しを診療録に添付している。 □ 添付している

交付する文書に入所者の諸検査の結果、薬歴、退所後の治療計画等を示す書類
を添付している。

□ 添付している

入所者が退所し、医療機関に入院する場合、本人の同意を得て入所者の心身の
状況、生活歴等の情報を提供したうえで、入所者を紹介している。

□ している

入所者１人につき１回に限り算定 □ 算定している

入所者を紹介する際は、文書に必要な事項を記載し、医療機関に交付してい
る。

□ している

交付した文書の写しを診療録に添付している。 □ 添付している

入所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機
関に入院する場合は算定していない。

□ 算定していない

(１)入所期間が１月を超えることが見込まれる入所者について、入所予定日前
30日以内又は入所後30日以内に、退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事
業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス又は地域密着型
サービスの利用方針を定めている。

□ 定めている

(２)入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス
又は地域密着型サービスを利用する場合に、入所者の退所に先立って入所者が
利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者の同意を得て、診療
状況を示す文書を添えて入所者に係る居宅サービス等に必要な情報を提供して
いる。

□ している

(３)指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関す
る調整を行っている。

□ 行っている

(４)入所者１人につき１回に限り退所日に算定 □ 算定している

(５)連携を行った日、連携の内容の要点に関する記録を行っている。 □ 行っている 連携記録等

(６)退所して病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡退所は算
定できない。

□ 算定していない

(７)医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、管理栄養士、
介護支援専門員等が協力して行っている。

□ 行っている

入退所前連携加算（Ⅱ）
(青970・972～973)

(１)（Ⅰ）の算定要件(２)～(７)に適合している。 □ 適合している

施設報酬告示別表2ト(1)(四)注4
入所留意事項通知第2の6(25)⑤イ(第2の5(25)③イ・
ロ準用)
入所留意事項通知第2の6(25)⑤ロ(①ロのg・h準用)

施設報酬告示別表2ト(1)(二)a注2
入所留意事項通知第2の6(25)②

施設報酬告示別表2ト(1)(三)注4
入所留意事項通知第2の6(25)④イ
入所留意事項通知第2の6(25)④ロ(第2の5(25)③イ・
ロ準用)
入所留意事項通知第2の6(25)④ハ(①ロのg・h準用）

　

退所時情報提供加算(Ⅰ)
(青970～971)

　

退所時情報提供加算(Ⅱ)
(青970～971)

入退所前連携加算（Ⅰ）
(青970・972～973)

施設報酬告示別表2ト(1)(二)b注3
入所留意事項通知第2の6(25)③

　

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

入所者の退所時に、施設の医師が診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、指定看護小規模多機能型居宅介護の利用が必要
であると認めた場合

□ 該当している

当該入所者の同意を得て、訪問看護の指示書（指示期間の記載がない場合は、
その指示期間は１月とみなす。）を交付している。

□ している
指示書(様
式あり）

入所者１人につき１回に限り算定している。 □ 算定している

訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付している。 □ している

指示書の写しを診療録等に添付している。 □ している 診療録等

入所者の同意を得て、協力医療機関と、入所者の病状等の情報を共有するため
の会議を次のいずれかにより定期的に開催している。

□ 開催している

イ　電子的システムにより、協力医療機関において入所者の情報が随時確認で
きる体制が確保されており、年１回以上開催している。

□ している

ロ　年３回以上開催している。（ただし、入所者が協力医療機関で年２件以上
入院又は協力医療機関が年２回以上往診を実施した場合には、年１回以上開催
で可。この場合、入退院又は往診に際して協力医療機関の職員と入所者の急変
時の対応方針及び診療又は入院若しくは往診依頼時の連絡方法等に係る適切な
情報共有が行われていること。）

□ している

協力医療機関は以下の条件を全て満たしている。 □ 満たしている
(別紙１)協力
医療機関に関
する届出書

(１)入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行
う体制を常時確保している。

□ している

(２)診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している。 □ している

(３)入所者の病状が急変した場合において、入院を要すると認められた入所者
の入院を原則として受け入れる体制を確保している。

□ している

管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を50で除した数以上配置している。
ただし、常勤の栄養士を1名以上配置し、給食管理を行っている場合は70で除し
た数以上配置している。

□ 配置している

低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医
師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同
して栄養ケア計画を作成している。

□ 作成している

計画に従い、食事の観察を週３回以上行い、入所者ごとの栄養状態、心身の状
況及び嗜好を踏まえた食事の調整等を実施している。

□ している

低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者以外の入所者に
対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題があると認められる場合は早
期に対応している。

□ している

入所者ごとの栄養状態等の情報をLIFEに提出し、継続的な栄養管理の実施に当
たって、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等必要な情報を活用してい
る。

□ している

定員、人員基準に適合している。 □ 適合している

低栄養リスクに関わらず、原則として入所者全員に対して実施している。 □ している

栄養管理に係る減算がされていない。 □
算定していな
い

施設報酬告示別表2リ
入所留意事項通知第2の6(28)(第2の5(28)準用)
別掲告示95号第九十号の二(第六十五号の三準用)

施設報酬告示別表2ト(2)注5
入所留意事項通知第2の6(25)⑥

　

□

栄養マネジメント強化加算
(青974～976)(緑638～
639・890～950・875～889)

　

協力医療機関連携加算
(青974～975)

施設報酬告示別表2チ
入所留意事項通知第2の6(27)(第2の5(27)準用)

R8.5.8付け老高発05088第１号「指定居宅サービスに
要する費用の額の算定に 関する基準（訪問通所
サービス、居宅量要管理指導及び福祉用具貸与に 係
る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の
算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意 事項に
ついて」等の一部 改正について

訪問看護指示加算
(青970・972～973)
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

定員、人員基準に適合している。 □ 適合している

医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、（言語聴覚
士、）介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂
取している入所者(経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必
要であるとして、医師の指示を受けた者)ごとに経口移行計画を作成している。

□ している
経口維持計
画(様式例)
を参照

計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言
語聴覚士又は看護職員による支援を行っている。

□ 行っている

計画を入所者又はその家族に説明し、同意を得ている。 □ 得ている

誤嚥性肺炎防止のためのチェックを行っている。 □ 行っている

入所者又は家族の同意を得た日から起算して180日以内の算定 □ 180日以内

180日を超えて実施する場合の医師の指示の有無 □ あり

180日を超えて実施する場合の医師の指示をおおむね2週間ごとに受けている。 □ 受けている

入所者の口腔の状態により、歯科医療が必要と想定される場合、介護支援専門
員を通じ主治の歯科医師へ情報提供するなど適切な措置を講じている。

□ 講じている

栄養管理に係る減算がされていない。 □
算定していな
い

(１)定員、人員基準に適合している。 □ 適合している

(２)入所者の摂取・嚥下機能を医師の診断により適切に評価している。 □ している

(３)誤嚥等が発生した場合の管理体制(食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科
医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制)を整備している。

□ している

(４)食形態の配慮等誤嚥防止のための適切な配慮をしている。 □ している

(５)(２)～(４)までについて医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員そ
の他の職種の者が共同して実施するための体制を整備している。

□ している

(６)現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が
認められる入所者に対し、医師又は歯科医師の指示（おおむね１月ごと）に基
づき、月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、（言語聴覚士、）
介護支援専門員その他の職種の者が共同して、食事の観察会及び会議等を行
い、経口維持計画を作成、必要に応じて見直しを行っている。

□ 作成している
経口維持計
画(様式例)
を参照

(７)経口維持計画に従い、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う場
合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合
に限る。）を受けた管理栄養士又は栄養士が特別な栄養管理を行っている。

□ している

(８)計画を入所者又は家族に説明し、同意を得ている。 □ 得ている

(９)栄養管理に係る減算がされていない。 □
算定していな
い

(10)経口移行加算を算定していない。 □ 算定していない

(１)協力歯科医療機関を定めている。 □ 定めている

(２)経口維持加算（Ⅰ）を算定している。 □ 算定している

(３)入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び
会議等に、医師（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準第2条第1項第1号の医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士の
いずれか１名以上が加わり、多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を
策定している。

□ している

施設報酬告示別表2ヌ
入所留意事項通知第2の6(29)(第2の5(29)準用)
別掲告示95号第六十六号

施設報酬告示別表2ル注1
入所留意事項通知第2の6(30)(第2の5(30)準用)
別掲告示95号第六十七号

施設報酬告示別表2ル注2
入所留意事項通知第2の6(30)(第2の5(30)準用)
別掲告示95号第六十七号

経口維持加算（Ⅰ）
(青978～979)(緑639)

経口維持加算（Ⅱ）
(青978～979)(緑639)

経口移行加算
(青976～977)(緑639)
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づ
き、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画を作成している。

□ 作成している

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月
２回以上行っている。

□ 行っている

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生の管理を行い、口腔清掃等につ
いて介護職員へ具体的な技術的助言及び指導を行っている。

□ 行っている

歯科衛生士は、入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じて対
応するとともに、入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必要とな
る場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう歯科医師及び施設への
情報提供を的確に行っている。

□ 行っている

定員、人員基準に適合している。 □ 適合している

同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又は
その家族等に確認するとともに、口腔衛生管理加算について説明し、その提供
に関する同意を得ている。

□ している

歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科
衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点(特に歯科衛生
士が入所者に対する口腔衛生の管理を行うに当たり配慮すべき事項)、実施した
口腔衛生の管理の内容、口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言
及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録を作成し、施設に提
出している。

□ している

訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月は、訪問歯科衛生指導料が3回以
上算定された場合には算定できない。

□ 算定していない

口腔衛生管理加算（Ⅰ）の算定要件に適合している。 □ 適合している

入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報をLIFEに提出し、口腔衛生の管理の
実施に当たって、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等必要な情報を活
用している。

□ している

食事の提供を管理栄養士又は栄養士が管理している。 □ している

入所者の年齢、心身の状況により適切な栄養量及び内容の食事を提供してい
る。

□ している

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な
栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は
除く。）、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食
の提供を行っている。

□ 行っている

定員、人員基準に適合している。 □ 適合している

療養食の献立表を作成している。 □ している
療養食献立
表

介護保健施設サービス費（Ⅱ）・（Ⅲ）又はユニット型介護保健施設サービス
費（Ⅱ）・（Ⅲ）を算定している。

□ 該当している

入所者の家族と連絡調整を行い、入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事
業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅
サービスの利用に関する調整を行っている。

□ 行っている

算定日が属する月の前6月間において当該施設から退所した者の総数のうち、当
該期間内に退所し、在宅で介護を受けることとなったもの(入所期間1月超の者)
の占める割合が100分の30を超えている。

□ 該当している

退所した日から30日以内に、当該施設の従業者が居宅を訪問又は居宅介護支援
事業者から情報提供を受け、在宅生活が１月以上継続する見込みを確認し、記
録している。

□ している

施設報酬告示別表2ヲ
入所留意事項通知第2の6(31)(第2の5(31)準用)
別掲告示95号第六十九号イ

施設報酬告示別表2ヲ
入所留意事項通知第2の6(31)(第2の5(31)準用)
別掲告示95号第六十九号ロ

口腔衛生管理加算（Ⅰ）
(青980～981)(緑639・890
～950)

療養食加算
(青982～983)(緑578・611)

施設報酬告示別表2カ
入所留意事項通知第2の6(33)(第2の5(36)準用）
別掲告示95号第九十一号(第七十号準用、イ中｢100分
の20｣とあるのは｢100分の30｣)

施設報酬告示別表2ワ
入所留意事項通知第2の6(32)(第2の5(32)準用、第2
の2(21)準用）
別掲告示94号第六十六号(第二十三号準用)
別掲告示95号第三十五号

□

在宅復帰支援機能加算
(青984)(緑639)

口腔衛生管理加算（Ⅱ）
(青980～981)(緑639・890
～950)

　

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講し
ている。

□ している

入所後１月以内に、状況に応じて処方の内容を変更する可能性があることにつ
いて主治の医師に説明し、合意している。

□ している

入所前に６種類以上の内服薬が処方されており、老健の医師と入所者の主治医
が共同し、入所中に当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、かつ、療養上
必要な指導を行っている。

□ している

入所中に当該入所者の処方に変更があった場合は、医師、薬剤師、看護師等の
関係職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状況等を関係職種間で確認し
ている。

□ している

入所時と退所時の処方の内容に変更があった場合は、変更の経緯や変更後の入
所者の状況等について、退所時又は退所後一月以内に入所者の主治医に情報提
供を行うとともに、診療記録等に記録している。

□ している

医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講し
ている。

□ している

入所中に当該入所者の処方に変更があった場合は、医師、薬剤師、看護師等の
関係職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状況等を関係職種間で確認し
ている。

□ している

入所時と退所時の処方の内容に変更があった場合は、変更の経緯や変更後の入
所者の状況等について、退所時又は退所後一月以内に入所者の主治医に情報提
供を行うとともに、診療記録等に記録している。

□ している

入所前に６種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、施設におい
て、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指
導を行っている。

□ している

（Ⅰ）イ又はロを算定している。 □ している

入所者ごとの服薬情報等の情報をLIFEに提出し、処方に当たって、LIFEへの提
出情報及びフィードバック情報等必要な情報を活用している。

□ している

入所期間が３月以上であると見込まれる入所者である。 □ 該当している

（Ⅱ）を算定している。 □ している

内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されており、施設
の医師と当該入所者の主治医が共同し、入所中に処方の内容を総合的に評価及
び調整し、施設の医師が処方する内服薬を入所時に処方されていた内服薬の種
類に比べて１種類以上減少させている。

□ している

退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた内服
薬の種類に比べて継続して１種類以上減少している。

□ している

合意した内容や調整の要点を診療録に記載している。 □ している

入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治
療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行っている。

□ 行っている

同一の入所者について１月に１回、連続する３日を限度に算定している。 □ 算定している

１月に連続しない１日を３回算定することは認められない。 □ 算定していない

特定治療と同時に算定できない。 □ 算定していない

意識障害又は昏睡、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性憎悪、急性心不全
（心筋梗塞を含む。）、ショック、重篤な代謝障害、その他薬物中毒等で重篤
なものを対象とする。

□ 該当している
　

かかりつけ医連携薬剤調整
加算（Ⅱ）
(青985～987)(緑650～651)

かかりつけ医連携薬剤調整
加算（Ⅲ）
(青985～987)(緑650～651)

施設報酬告示別表2ヨ
入所留意事項通知第2の6(36)
別掲告示95号第九十一号の二二

施設報酬告示別表2タ(1)
入所留意事項通知第2の6(37)①

かかりつけ医連携薬剤調整
加算（Ⅰ）イ
(青985～987)(緑650～651)

かかりつけ医連携薬剤調整
加算（Ⅰ）ロ
(青985～987)(緑650～651)

施設報酬告示別表2ヨ
入所留意事項通知第2の6(34)
別掲告示95号第九十一号の二ロ

施設報酬告示別表2ヨ
入所留意事項通知第2の6(34)
別掲告示95号第九十一号の二イ

施設報酬告示別表2ヨ
入所留意事項通知第2の6(35)
別掲告示95号第九十一号の二ハ

緊急時治療管理
(青987)

併
算
定
不
可

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高
齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った
場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治
療（別に厚生労働大臣が定めるものを除く。）を行っている。

□ 行っている

特定治療として算定できないリハビリテーション、処置、手術、麻酔または放
射線治療を＜青1008～1009＞確認し、適正に算定している。

□ 算定している

当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じ
て得た額を算定している。

□ 算定している

診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等(近隣の医療機関
と連携し実施した検査等を含む。)の内容等を診療録に記載している。

□ している 診療録

算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に
対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表している。(公表は介護サー
ビス情報の公表制度等を活用して、前年度の当該加算の算定状況を報告)

□ している

肺炎の者、尿路感染症の者（肺炎、尿路感染症は診療に当たり検査を実施した
場合に限る。）、帯状疱疹の者、蜂窩織炎の者、又は慢性心不全の増悪の者の
いずれかに該当

□ 該当している

同一入所者について１月に１回、連続する７日を限度に算定している。 □ している

１月に連続しない１日を７回算定することは認められない。 □ 算定していない

緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。 □ 算定していない

診断名、診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処
置等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)の内容等を診療録に記
載している。また、抗菌薬の使用にあたっては、薬剤耐性菌にも配慮するとと
もに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライ
ン等を参考とすること。

□ している 診療録

算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に
対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表している。(公表は介護サー
ビス情報の公表制度等を活用して、前年度の当該加算の算定状況を報告)

□ している

肺炎の者、尿路感染症の者(肺炎、尿路感染症は診療に当たり検査を実施した場
合に限る。)、帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限
る。)、蜂窩織炎の者、又は慢性心不全の増悪の者のいずれかに該当

□ 該当している

同一入所者について１月に１回、連続する10日を限度に算定している。 □ している

緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。 □ 算定していない

１月に連続しない１日を10回算定することは認められない。 □ 算定していない

施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織
炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)
を含む研修を受講している。

□ している

所定疾患施設療養費Ⅰ
(青988～989)(緑585・651)

施設報酬告示別表2レ
別掲告示94号第六十八号
別掲告示95号第九十二号イ
入所留意事項通知第2の6(38)

施設報酬告示別表2レ
別掲告示94号第六十八号
別掲告示95号第九十二号ロ
入所留意事項通知第2の6(39)

施設報酬告示別表2タ(2)
入所留意事項通知第2の6(37)②
別掲告示94号第六十七号（第二十八号準用）

特定治療
(青987)(緑579～580)

所定疾患施設療養費Ⅱ
(青988～989)(緑585・651)

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

入所者総数のうち、日常生活に支障を来すおそれがある症状若しくは行動が認
められることから介護を必要とする認知症の者(日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ
又はＭに該当する者)の占める割合が２分の１以上である。

□ 該当している

認知症介護の専門的な研修修了者を、対象者の数が20人未満の場合は１以上、
対象者が20人以上の場合にあっては１に当該対象者が19を超えて10又はその端
数を増すごとに１を加えて得た数以上を配置し、チームとしての専門的な認知
症ケアを実施している。

□ している

施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係
る会議を定期的に開催している。

□ している

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定していない。 □ 算定していない

（Ⅰ）の算定要件に適合している。 □ 適合している

認知症介護の指導に係る専門的な研修修了者を１名以上配置し、施設全体の認
知症ケアの指導等を実施している。

□ している

施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成
し、研修を実施又は実施を予定している。

□ している

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定していない。 □ 算定していない

利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要
とする認知症の者（日常生活自立度Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ又はМに該当する者）である対
象者の割合が50％以上である。

□ 該当している

認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介護の指
導に係る専門的な研修又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・
心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を終了している者を１
名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対
応するチームを組んでいる。

□ している

対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評
価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケア
を実施している。

□ している

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレン
スの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定
期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている。

□ している

認知症専門ケア加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定していない。 □ 算定していない

利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要
とする認知症の者（日常生活自立度Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ又はМに該当する者）である対
象者の割合が50％以上である。

□ 該当している

対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評
価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケア
を実施している。

□ している

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレン
スの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定
期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている。

□ している

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修
了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行
動・心理症状に対応するチームを組んでいる。

□ している

認知症専門ケア加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定していない。 □ 算定していない

施設報酬告示別表2ツ
入所留意事項通知第2の6(41)(第2の5(39)準用)
別掲告示94号第七十号
別掲告示95号第五十八号の五のニ

□

□

施設報酬告示別表2ソ
入所留意事項通知第2の6(40)(第2の5(38)準用)
別掲告示94号第六十九号(第二十三号の二準用)
別掲告示95号第三号の五イ

施設報酬告示別表2ソ
入所留意事項通知第2の6(40)(第2の5(38)準用)
別掲告示94号第六十九号(第二十三号の二準用)
別掲告示95号第三号の五ロ

認知症専門ケア加算（Ⅱ）
(青990)(緑579・592)

認知症チームケア推進加算
（Ⅱ）
(青991)

認知症チームケア推進加算
（Ⅰ）
(青991)

施設報酬告示別表2ツ
入所留意事項通知第2の6(41)(第2の5(39)準用)
別掲告示94号第七十号
別掲告示95号第五十八号の五のニ

認知症専門ケア加算（Ⅰ）
(青990)(緑579・592)

併
算
定
不
可

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅で生活が困難であ
り、緊急に入所することが適当であると判断した者

□ 該当している

入所した日から起算して７日を限度としている。 □ している

介護支援専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、
入所している。

□ している

医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始している。 □ している

入所後速やかに退所に向けた施設サービス計画を策定し、当該入所者の「認知
症の行動・心理症状」が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となるように
する。

□ している

病院、診療所に入院中である者、介護保険施設又は地域密着特養へ入院中又は
入所中である者、短期入所生活介護等の利用中である者が直接当該施設へ入所
した場合は算定できない。

□ 算定していない

判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録している。 □ 記録している 診療録等

施設は、判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介
護サービス計画書に記録している。

□ 記録している
介護サービ
ス計画

当該入所者が入所前１月の間に、当該施設に入所したことがない場合及び過去
１月の間に当該加算（他サービスを含む）を算定したことがない場合に算定

□ 該当している

入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報をLIFEに提出してい
る。

□ している

必要に応じてリハビリテーション計画の内容を見直す等、リハビリテーション
の実施に当たって、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等必要な情報を
活用している。

□ している

口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定している。 □ 算定している

入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯
科衛生士、看護職員、介護職員その他の職員の者がリハビリテーション計画の
内容等のリハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所
者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状況に関する情報を相互に
共有している。

□ している

関係職員間で共有している情報等を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション
計画の見直しを行っている。

□ している

入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報をLIFEに提出してい
る。

□ している

必要に応じてリハビリテーション計画の内容を見直す等、リハビリテーション
の実施に当たって、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等必要な情報を
活用している。

□ している

□

リハビリテーションマネジ
メント計画書情報加算(Ⅰ)
(青993)(緑651、875～889)

施設報酬告示別表2ナ
入所留意事項通知第2の6(43)
別掲告示95号第九十二号の二イ

リハビリテーションマネジ
メント計画書情報加算(Ⅱ)
(青993)(緑651、875～889)

施設報酬告示別表2ナ
入所留意事項通知第2の6(43)
別掲告示95号第九十二号の二ロ

認知症行動・心理症状緊急
対応加算
(青992)

施設報酬告示別表2ネ
入所留意事項通知第2の6(42)(第2の5(40)準用)

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

(１)入所者ごとに、施設入所時又は利用開始時に褥瘡の有無を確認するととも
に、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価し、その後少
なくとも３月に１回評価を行っている。

□ している

(２)(１)の評価結果等の情報をLIFEに提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当
該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用してい
る。

□ している

(３)(１)の確認の結果、褥瘡が認められ、又は(1)の評価の結果、褥瘡が発生す
るリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養
士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡ケア計画を作成してい
る。

□ している
褥瘡ケア計
画

(４)入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、管理の内
容や入所者の状態について定期的に記録している。

□ している

(５)(１)の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに褥瘡ケア計画
を見直している。

□ している

(１)（Ⅰ）の算定要件に適合している。 □ している

(２)次に掲げるいずれかに適合している。 □ している

ア（Ⅰ）の(１)の確認の結果、褥瘡が認められた入所者について、当該褥瘡が
治癒している。

□ している

イ（Ⅰ）の(１)の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者に
ついて褥瘡が発生していない

□ していない

(１)入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携
した看護師が入所時に評価し、その後3月に1回評価している。

□ している

(２)(１)の評価結果等の情報をLIFEに提出し、排せつ支援の実施に当たって、
LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等必要な情報を活用している。

□ している

(３)(１)の評価の結果、排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を
行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、
介護支援専門員その他の職種の者が共同して、当該入所者が排せつに介護を要
する原因を分析し、支援計画を作成し、支援を継続して実施している。

□ している

(４)(１)の評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとの支援計画を見直
している。

□ している

(１)（Ⅰ）の算定要件に適合している。 □ している

(２)次のいずれかに適合している。
ア （Ⅰ）の(１)の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施
設入所時と比較して排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに
いずれにも悪化がない。
イ （Ⅰ）の(１)の評価の結果、施設入所時におむつを使用していた者であって
要介護状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しなくなった。
ウ （Ⅰ）の(１)の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に尿道カテーテルが
留置されていた者であって要介護状態の軽減が見込まれるものについて、尿道
カテーテルが抜去された。

□ 該当している

□

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
(青994～995)(緑640・875
～889)

排せつ支援加算（Ⅱ）
(青996～998)(緑640・875
～889)

施設報酬告示別表2ム
入所留意事項通知第2の6(45)(第2の5(42)準用)
別掲告示95号第七十一号の三ロ

施設報酬告示別表2ム
入所留意事項通知第2の6(45)(第2の5(42)準用)
別掲告示95号第七十一号の三イ

施設報酬告示別表2ラ
入所留意事項通知第2の6(44)(第2の5(41)準用)
別掲告示95号第七十一号の二ロ

施設報酬告示別表2ラ
入所留意事項通知第2の6(44)(第2の5(41)準用)
別掲告示95号第七十一号の二イ

排せつ支援加算（Ⅰ）
(青996～998)(緑640・875
～889)

褥瘡マネジメント加算
（Ⅱ）
(青994～995)(緑640・875
～889)

併
算
定
不
可

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

(１)（Ⅰ）の算定要件に適合している。 □ している

(２)（Ⅰ）の(１)の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
施設入所時と比較して排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するととも
にいずれにも悪化がない。

□ 該当している

(３)（Ⅰ）の(１)の評価の結果、施設入所時におむつを使用していた者であっ
て要介護状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しなくなった。

□ 該当している

医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後
少なくとも３月に１回医学的評価の見直しを行っている。

□ している

医学的評価の結果等の情報をLIFEに提出し、自立支援の促進に当たって、LIFE
への提出情報及びフィードバック情報等必要な情報を活用している。

□ している

医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医
師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、自立
支援計画を策定し、ケアを実施している。

□ している

医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとの支援計画の見直し
をしている。

□ している

医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加している。 □ している

(１)入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所
者の心身の状況等に係る基本的な情報をLIFEに提出している。

□ している

(２)必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービス提供に当たって、
LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等必要な情報を活用している。

□ している

(１)（Ⅰ）の(１)に加えて、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報をLIFEに
提出している。

□ している

(２)必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービス提供に当たって、
LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等必要な情報を活用している。

□ している

安全管理体制未実施減算に該当していない。 □ 該当しない

安全対策担当者が安全対策に係る外部研修を受講している。 □ している

施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制を整備して
いる。

□ している

入所初日に限り算定している。 □ 算定している

第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を
確保している。

□ している

協力医療機関等との間で感染症（新興感染症を除く。）の発生時等の対応を取
り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応し
ている。

□ している

感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が
行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加している。

□ している

□

高齢者施設等感染対策向上
加算（Ⅱ）
(青1002～1003)(緑652)

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上、施設内
で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けている。

□ している
施設報酬告示別表2オ
入所留意事項通知第2の6(50)(第2の4(21)準用)
別掲告示95号第九十ニ号の四ロ

安全対策体制加算
(青1000～1001)(緑696)(赤
985～987)

排せつ支援加算（Ⅲ）
(青996～998)(緑640・875
～889)

施設報酬告示別表2ム
入所留意事項通知第2の6(45)(第2の5(42)準用)
別掲告示95号第七十一号の三ハ

科学的介護推進体制加算
（Ⅱ）
(青1000～1001)(緑651・
875～889)

科学的介護推進体制加算
（Ⅰ）
(青1000～1001)(緑651・
875～889)

□

自立支援促進加算
(青998～999)(緑640～
641・875～889)

施設報酬告示別表2ウ
入所留意事項通知第2の5(46)(第2の5(43)準用)
別掲告示95号第七十一号の四

□

施設報酬告示別表2ヰ
入所留意事項通知第2の5(47)(第2の5(44)準用)
別掲告示95号第九十二号の三イ

　
□

□

施設条例第39条第1項
施設報酬告示別表2ノ
入所留意事項通知第2の5(49)(第2の5(45)準用)
別掲告示96号第六十一号の二

施設報酬告示別表2ヰ
入所留意事項通知第2の5(47)(第2の5(44)準用)
別掲告示95号第九十二号の三ロ

高齢者施設等感染対策向上
加算（Ⅰ）
(青1002～1003)(緑652)

施設報酬告示別表2オ
入所留意事項通知第2の6(49)(第2の4(20)準用)
別掲告示95号第九十ニ号の四イ

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

別に厚生労働大臣が定める感染症に入所者が感染した場合、相談対応、診療、
入院調整等を行う医療機関を確保している。

□ している

当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行っている。 □ している

１月に１回、連続する５日を限度として算定している。 □ 算定している

（１）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討
を行うとともに、当該事項の実施状況について定期的に確認を行っている。

□ 算定している

ア　介護機器を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保。 □ している

イ　職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮。 □ している

ウ　介護機器の定期的な点検。 □ している

エ　業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修。 □ している

（２）委員会の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確
保並びに職員の負担軽減に関する実績がある。

□ 実績がある

（３）介護機器を複数種類活用している。 □ している

（４）委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケ
アの質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえた
取組を実施し、当該取組の実施を定期的に確認している。

□ している

（５）事業年度ごとに(１)、(３)、(４)の取組に関する実績を厚生労働省に報
告している。

□ している

（１）生産性向上推進体制加算（Ⅰ）の算定要件（１）に適合している。 □ している

（２）介護機器を活用している。 □ している

（３）事業年度ごとに(１)、(２)の取組に関する実績を厚生労働省に報告して
いる。

□ している

次のいずれかに適合している。
(１)介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80以上である。
(２)介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100
分の35以上である。

□ 適合している

提供する介護保健施設サービスの質の向上に資する取組を実施している。 □ している

定員、人員基準に適合している。 □ 適合している

前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業
所を含む。)については、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の
割合につき、毎月確認し記録している。

□ 確認している

□

サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）
(青1004～1006)(緑652)

施設報酬告示別表2ヤ
入所留意事項通知第2の6(52)(第2の5(49)準用)
別掲告示95号第九十ニ号の五イ(第三十七号の三イ準
用）

施設報酬告示別表2ヤ
入所留意事項通知第2の6(52)(第2の5(49)準用)
別掲告示95号第九十ニ号の五ロ(第三十七号の三ロ準
用）

新興感染症等施設療養費
(青1002～1003)

施設報酬告示別表2ク
入所留意事項通知第2の6(51)(第2の4(22)準用)

□

生産性向上推進体制加算
（Ⅱ）
(青1004～1005)(緑612・
954～966)

施設報酬告示別表2マ
入所留意事項通知第2の6(53)①(第2の2(28)①～④及
び⑥並びに第2の4(24)③準用)
別掲告示95号第九十三号イ

□

生産性向上推進体制加算
（Ⅰ）
(青1004～1005)(緑612・
954～966)

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上である。 □ 該当している

定員、人員基準に適合している。 □ 適合している

前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業
所を含む。)については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の
割合につき、毎月確認し記録している。

□ 確認している

次のいずれかに適合している。
(１)介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の50以上である。
(２)看護、介護職員の総数のうち常勤職員の占める割合が100分の75以上であ
る。
(３)介護保健施設サービスを入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年
数が７年以上の者の占める割合が100分の30以上

□ 適合している

定員、人員基準に適合している。 □ 適合している

前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業
所を含む。)については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の
割合につき、毎月確認し記録している。

□ 確認している

１　介護職員処遇改善加算の算定額を上回る介護職員の賃金改善を実施してい
る。

□ 該当している

２　１の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他
を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、県に届け出ている。

□ 該当している

３　 次に掲げる基準に適合している。

（１）【月額賃金改善要件Ⅰ】
　加算Ⅳの加算額の２分の１以上に相当する額以上を、基本給又は毎月支払わ
れる手当（以下「基本給等」という。）の改善に充てている。

□ 該当している

サービス提供体制強化加算
（Ⅲ）
(青1004～1006)(緑652)

施設報酬告示別表2マ
入所留意事項通知第2の6(53)①(第2の2(28)①～④及
び⑥並びに第2の4(24)③準用)
別掲告示95号第九十三号ハ

介護職員等処遇改善加算算
定要件

R8.3.13老発0313第6号「介護職員等処遇改善
加算に関する基本的な考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について」

サービス提供体制強化加算
（Ⅱ）
(青1004～1006)(緑652) 施設報酬告示別表2マ

入所留意事項通知第2の6(53)①(第2の2(28)①～④及
び⑥並びに第2の4(24)③準用)
別掲告示95号第九十三号ロ

併
算
定
不
可
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

（２)　【キャリアパス要件Ⅰ】　（任用要件・賃金体系の整備等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等の要件を
    定めていること。
イ　アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について
    定めていること。
ウ　ア及びイの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、
    全ての介護職員に周知していること。
　※令和８年度は、申請時に下記「８　令和８年度特例要件」を満たす
    場合は、年度末までの対応を誓約することで可。実績報告書で報告。

□ 該当している

（３）【キャリアパス要件Ⅱ】　（研修の実施等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の資質向上又は資格取得のための支援に関する計画を策定し、
　当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること
イ　アについて、全ての介護職員に周知していること
　※令和８年度は、申請時に下記「８　令和８年度特例要件」を満たす
　　場合は、年度末までの対応を誓約することで可。実績報告書で報告。

□ 該当している

（４）【キャリアパス要件Ⅲ】　（昇給の仕組みの整備等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準
　に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
イ　アの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての
　介護職員に周知していること
　※令和８年度は、申請時に下記「８　令和８年度特例要件」を満たす
　　場合は、年度末までの対応を誓約することで可。実績報告書で報告。

□ 該当している

（５）【キャリアパス要件Ⅳ】　（改善後の年額賃金要件）
　経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金の見込
額が年額440万円以上であること（加算等による賃金改善以前の賃金が年額
440万円以上の者を除く。）
　※加算の算定額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が
困難である場合 は適用除外。
　※令和８年度は、申請時に下記「８　令和８年度特例要件」を満たす
　　場合は、年度末までの対応を誓約することで可。実績報告書で報告。

□ 該当している

（６）【キャリアパス要件Ⅴ】　（介護福祉士の配置等要件）
　サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡの届出を行っていること。

□ 該当している

R8.3.13老発0313第6号「介護職員等処遇改善
加算に関する基本的な考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について」

介護職員等処遇改善加算算
定要件
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届出
状況

点検項目 点検事項
点検
事項

点検結果
確認書類

等
根　　拠

（７）【職場環境等要件】
○加算Ⅰ・Ⅱ
・６つの区分ごとにそれぞれ２つ以上取り組む。
　（生産性向上は３つ以上、うち一部は必須）
○加算Ⅲ・Ⅳ
・６つの区分ごとにそれぞれ１つ以上取り組む。（生産性向上は２つ以上）

□ 該当している

R8.3.13老発0313第6号「介護職員等処遇改善
加算に関する基本的な考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について」

（８）令和８年度特例要件
※令和８年度特例要件として、次のいずれかの取組を行っていること。
（ア）生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること。算定して
　　いない場合であっても、年度内に当該加算の算定を誓約した場合は可。
　　実績報告書において報告。
（イ）開設法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。

□ 該当している

介護職員等処遇改善加算
Ⅰイ

上記算定要件の１、２及び３（１）～（７）までの要件をすべて満たすこと。 □ 該当している

介護職員等処遇改善加算
Ⅰロ

介護職員等処遇改善加算Ⅰイの算定要件に加え、３（８）の要件を満たすこ
と。

□ 該当している

介護職員等処遇改善加算
Ⅱイ

上記算定要件の１、２及び３（１）～（７）までのうち、３（６）を除く要件
をすべて満たすこと。

□ 該当している

介護職員等処遇改善加算
Ⅱロ

介護職員等処遇改善加算Ⅱイの算定要件に加え、３（８）の要件を満たすこ
と。

□ 該当している

介護職員等処遇改善加算
Ⅲ

上記算定要件の１、２及び３（１）～（７）までのうち、３（５）～（６）を
除く要件をすべて満たすこと。

□ 該当している

介護職員等処遇改善加算
Ⅳ

上記算定要件の１、２及び３（１）～（７）までのうち、３（４）～（６）を
除く要件をすべて満たすこと。

□ 該当している

介護職員等処遇改善加算算
定要件
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